
令和８年度当初予算額

　　　　【歳出】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

【社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国・県支出金 地方債 その他

引き上げ分の
地方消費税交
付金（社会保
障財源化分）

その他

総合社会福祉事業 28,637 14 0 0 3,470 25,153

障害者福祉事業 182,079 121,431 0 75 7,344 53,229

高齢者福祉事業 13,462 918 0 370 1,476 10,698

児童福祉事業 358,222 106,363 0 23,231 27,717 200,911

母子福祉・保健事業 22,097 14,069 0 104 961 6,963

小　　　　計 604,497 242,795 0 23,780 40,968 296,954

介護保険事業 101,976 4,107 0 0 11,865 86,004

国民健康保険事業 51,337 0 0 0 6,224 45,113

小　　　　計 153,313 4,107 0 0 18,089 131,117

後期高齢者医療事業 86,544 16,389 0 1 8,505 61,649

保健衛生事業 101,049 6,270 16,200 9,659 8,355 60,565

予防対策事業 41,976 2,897 0 60 4,730 34,289

小　　　　計 229,569 25,556 16,200 9,720 21,590 156,503

987,379 272,458 16,200 33,500 80,647 584,574

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

【用語解説】
　社会保障施策に要する経費：社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策に要する経費

　社会福祉：生計の困難な者や心身に障害のある者に対して必要な援助を行う等国民の生存権を確保することによって、国民
　　　　　　　　生活の内容を豊かならしめることを目的とした施策に要する経費
　　　　　　　　事例）児童福祉、児童福祉、母子福祉、高齢者福祉、障害者福祉　など

　社会保険：保険的方法によって社会保障を行う制度の総称であり、法令に基づき実施される「強制保険」的な制度
　　　　　　　　事例）国民健康保険、介護保険　など

　保健衛生：国民の健康を保つための施策に要する経費
　　　　　　　　事例）医療に係る施策、感染症その他の疾病の予防対策、健康増進対策　など
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